
第６号様式（第５の２関係）

議 事 概 要

会 議 名 令和６年度第３回 鹿児島西警察署協議会

会 議 日 時 令和７年２月21日 （金） 午後３時～午後４時

会 議 場 所 鹿児島西警察署 訓授室

出 席 者 １ 警察署協議会 会長以下14人

２ 警察署 署長以下12人

（会議の概要）

１ 会次第
⑴ 開会
⑵ 会長挨拶
⑶ 協議
ア 管内概況及び治安情勢等について
イ 交通事故発生状況について
ウ 警察行政に対する意見・要望等について

⑷ 閉会

２ 諮問
鹿児島中央駅周辺における少年補導活動結果について

【署長】
昨年10月30日から今年の２月９日までの各週末、昼間から夜間に

かけて、当署員と警察本部少年サポートセンターの職員が合同で少
年補導活動を行った。
少年補導活動に従事した職員は延べ71人であり、活動期間中、多

くの少年少女に声掛けを行い、そのうち11人の少年少女をたばこの
所持で補導している。
今後も、事件事故状況を考慮の上、先制的な少年補導活動を継続

していきたいと考えているが、本活動に関し、御意見をいただきた
い。

【委員】
今後も継続的に補導活動を実施していただきたい。

３ 委員からの意見・要望等
○ うそ電話詐欺被害の手口及び被害状況について
【委員】

近年増加傾向にあるSNS型投資詐欺の被害者の年齢別やその割合
について教えてほしい。

【刑事第二課長】
、 、 、SNS型投資詐欺の被害者は 20代 30代が最も多くなっているが

、 。年代に限らず どの世代も多く被害に遭っている状況にある



○ 自転車の指導・取締りについて
【委員】

自転車に乗った高校生が、スピードを出して集団で走っている状
況をよく見かけるため、指導できないか。

【交通課長】
自転車は、道路形状や交通環境、通行時間等を総合して、それら

に見合った安全な速度で走行する必要がある。
また、自転車の通行方法については車道が原則であるが、例外で

歩道通行できる場合として
１ 道路標識や道路標示によって歩道通行できる場合
２ 自転車の運転が13歳未満の児童・幼児・70歳以上の場合
３ 道路または交通の状況に照らして、通行の安全を確保す
るため、やむを得ないと認められる場合

となっている。
高校生の自転車利用時の交通マナーについては、交通安全教室や

、 、 、朝夕の交通立哨 パトロール時の指導 学校への申入れなどにより
徹底がされるよう取り組んでまいりたい。

【委員】
学生が運転する自転車の交通違反や危険な運転を見つけた場合

は、警察だけではなく、スクールゾーン委員やボランティアも学校
へ連絡を行うべきだと考える。
また、警察も地域と連携するなどして、地域全体で改善を目指し

ていただきたい。

○ 自転車乗車時のヘルメット着用の効果について
【委員】

自転車乗車時のヘルメット着用が義務化されたが 「事故による、
頭部損傷者の減少」等の効果が出ていれば教えて欲しい。

【交通課長】
当署管内では、一部の高校で校則や自転車通学生の通学条件とし

てヘルメット着用が義務化されており、引き続き、他の学校にも働
きかけてまいりたい。
全国統計だが、自転車乗車時の交通事故において、約５割が頭部

に致命傷を負って亡くなっており、交通事故においてヘルメット非
着用者の致死率は、着用者に比べて過去５年間の統計で約２倍高く
なっている。
令和６年中、当署管内では33件の自転車関連の事故が発生してお

り、そのうち、ヘルメット着用者は７人であり、ヘルメット着用が
浸透していない状況にある。
引き続き、ヘルメット着用率向上のため、指導・啓発活動を推進

してまいりたい。

【委員】
自転車のヘルメット着用は、車のシートベルトと同じと考える。
ヘルメットを着用することで、着用しなかった場合より安全性が

確保できると思われるため、これからも地道に啓発活動や指導を行
っていただきたい。

備 考


